
令和8年

～70歳までの就業機会確保のために～
令和3年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、
70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。
本セミナーでは、専門家による講演、継続雇用・定年
延長を先駆けた企業による好事例発表を行い、深刻
化する労働力不足の切り札として、今後の高年齢者
雇用の方向性について考え、生涯現役社会の実現を
目指します。

講 演

先進事例発表

公益財団法人産業雇用安定センターのご案内

■主催 ： 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　山口支部
■後援：厚生労働省 山口労働局
　　　　 公益財団法人産業雇用安定センター 山口事務所
　　　 　山口県社会保険労務士会

参加
無料

ご案内

「高齢者雇用労務管理の
　　　  再構築に向けて」
「高齢者雇用労務管理の
　　　  再構築に向けて」

事務次長　 林　辰彦

「高齢社員が活躍できる
　　  柔軟な働き方改革」
「高齢社員が活躍できる
　　  柔軟な働き方改革」

１０/ 1
13:30～16:00（開場/13:00）

場 所

山口職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター山口）　山口市矢原1284-1

定 員

40名（先着順）

木

令和8年度

生涯現役社会の実現に向けた

定年後も即戦力。企業とシニアのウインウインな関係構築へ!定年後も即戦力。企業とシニアのウインウインな関係構築へ!

高年齢者
活躍促進セミナー

～高齢者のモチベーション向上と
　法的リスク回避の両立～

社会保険労務士　 山田　和範

働き方改革サポートオフィス
山口センター長

令和７年度　 高齢者活躍企業コンテスト
　　　　　   独立行政法人高齢・障害・求職者
　　　　　   雇用支援機構理事長表彰　優秀賞


